
 

 

 

 

 

 
 

 

 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60 号。 
以下「法」という。）は、令和３年６月 11 日に公布され、プラスチックに係る 
資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令（令和４年政令第 24 号）
によって、令和４年４月１日から施行されました。 
今号では、上記法律についてご紹介させていただきます。 

 
 

引用元：プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ：https://plastic-circulation.env.go.jp/ 
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当社はこれからもプラスチックに係る資源循環の促進に寄与する射出成形機の開発に取り組んでいきます。 
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